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示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
八
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

江
東
区
新
木
場
二
丁
目
三
番
五
、
同
番
七

十
二
及
び
同
番
七
十
三

令
和
五
年
七
月
二

十
五
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
十
五
条

第
二
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰

国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支

援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
し
た
医
療
扶

助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
す
る
機
関
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、

法
第
五
十
五
条
の
三
第
四
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
六
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支

援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
八
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

法
第
五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害

者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
八
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
五
年
六
月
一
日
付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第

五
十
一
条
及
び
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一
項
並
び
に
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支

援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第

七
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
八
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
五
号

東
京
都
統
計
調
査
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
条
例
第
十
五

号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
統
計
調
査
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
五
年
八
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

統
計
調
査
の
名
称

東
京
都
農
作
物
生
産
状
況
調
査
（
都
指
定
統
計
調
査
第
六
号
）

二

目
的

農
業
行
政
に
必
要
な
農
作
物
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
。

三

調
査
事
項

㈠

対
象
作
物

野
菜
、
果
樹
、
穀
類
、
工
芸
作
物
、
花
き
及
び
植
木

㈡

調
査
項
目

作
付
面
積
、
収
穫
量
（
野
菜
、
果
樹
、
穀
類
及
び
工
芸
作

物
）
又
は
出
荷
量
（
花
き
及
び
植
木
）

四

対
象
の
範
囲

東
京
都
の
区
域
に
所
在
す
る
農
家

五

実
施
方
法

調
査
対
象
農
家
に
対
し
調
査
票
を
配
布
し
、
調
査
票
の
返
送
を

依
頼
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

六

調
査
時
期

㈠

調
査
対
象
期
間

令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期

間
と
す
る
。

㈡

調
査
実
施
期
間

令
和
五
年
八
月
十
五
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

七

調
査
票

調
査
票
は
、
次
の
東
京
都
農
作
物
生
産
状
況
調
査
票
と
す
る
。
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